
デ
ン
ド
ウ
イ
ン

侮
燈
院

金
保
m
A
W
に
在
っ
て
、

速
水
準
と
絞

L
、
曹
洞
宗
に
臨
す
る
。
初
め
築
山
之

宇
一
能
積
永
光
寺
の
山
中
に
建
立
し
た
が
、
年
問
を
即
日

て
朽
脱
し
た
の
で
、
正
保
四
年
間
寺
の
佐
仙
川
久
外
換

良
が
紛
う
て
金
祁
範
鹿
川
に
迎
武

L
、
質
文
十

一
年

裂
に
今
の
地
へ
移
っ
た
。

テ
ン

F
ウ

ジ

天

蓮
寺

』
ア
サ
ノ
ガ
ハ
イ
ナ
リ

ざ
る
村
に
は
、
滞
か
ら
之
を
命
ず
る
こ
と
も
あ
っ

た

o
m地
問
の
方
法
は
、
他
村
よ
り
分
地
人
、

一に

鈴
用
者
と
も
地
奉
行
と
も
い
ふ
も
の
を
賜
託

L
、
旧

日
・鹿
取
一
切
を
従
測
し
、
そ
の
合
同
日
や
-
定
め
、
叫陥

お
開
山
に
京
る
ま
で
公
平
に
分
担
す
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
村
市
総
計
百
石
な
れ
ば
‘
前
十
石
又
は
十
石
内

外
の
閲
十
本
と
定
め
、
間
一
本
係
に
何
A
H
4
v
の
凶
何

百
歩
と
し
て
米
結
を
平
等
な
ら
し
め
る
。
耐
し
て
持

同
十
石
な
る
も
の
は
悶
一
本
を
抽
き
、
十
石
以
下
の

J
H
は
数
人
そ
組
と
し
て
一
本
を
捌
〈
こ
と

thL、
そ

の
闘
に
常
る
地
中
一
仲
村
来
耕
作
す
る
。
凡
そ
地
元
に
引

地
と
幽
地
と
あ
る
。
引
地
は
一一
品
百
石
に
附
六
段
で
、

加
賀
・能
資
は
三
百
歩
宇
一
一
段
と
す
る
が
放
に
千
八

百
歩
で
あ
る
。
高
持
の
百
姓
は
府
屋
般
の
外
此
の
糊

合
を
以
て
商
代
間
を
希
望
の
場
所
に
定
め
る
。
放
に

岡
地
に
加

へ
な
い
。
園
地
は
引
地
ψ
-除
い
た
残
除
で
、

百
姓
全
体
に
分
刈
す
る
。
叉
惣
地
と
い
ふ
の
が
あ
っ

て
、
特
磁
の
出
向
聞
を
間
以
外
に
也
き
、

一
一
朽
の
共
有

と
な

L
、
そ
の
卸
年
目
は
村
の
庇
却
中
に
加
へ
る
。

一大
m
m
巾
惣
地
を
談
じ
て
悶
地
に
加
ふ
べ
き
や

r

命
ぜ
ら

れ
た
。
制
作
を
な
す
者
は
"小
百
姓
と
凶
桜
と
に
拘
ら

ず
、
川
地
澗
の
施
行
後
収
め
て
親
作
よ
り
引
受
け
る

特
製
す
る

o
m援
に
在
つ
て
は
全
然
持
前
の
な
き

も
の
た
る
が
故
に
、
己
の
即
位
す
呂
田
屈
放
す
ら
、
剖

川
市
仰
に
之
背
古
問
主
よ
り
仙
川
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た。

T 
ン

シ
ャ
浅
野
川
柄
引
制
批
。

デ
ン
ド
ウ
ジ

偲
燈
寺

ご
〉
沿
高

l
M北
地
附
間

続
寺
〈
部
務
名
〉
に
在
っ
て
、
防

mbmに
邸
す
ろ
。
山

鋭
は
瑞
惚
山
。
組
厄
担
に
、
日
寺
は
M
世
間
眠
元
年
恭
胞

辺
良
の
草
創
に
係
る
。
後
他
削
夫
μl
恭
附
に
郎
伏
し

て
山
林
や
町
一
時
山
し
紛
ひ
、
後
泥
川
開
院

・
後
小
松
一大
引

は
之
に
翻
附
蹴
勅
賜
の
給
回
日
常
奥
へ
ら
れ
た
が
、
延

徳
三
年
三
月
伽
際
問
政
に
織
り
、
そ
の
後
後
刷
版
天

μ+
再
び
勅
願
寺
の
給
園
田
脅
附
闘
う
て
揃
〈
復
古
し
た
。

次
い
で
ま
た
涜
憾
に
郎
し
て
ゐ
た
の
荷
、
敢
闘
山
三
年

前
田
利
治
は
千
院
宗
似
奇
術
じ
て
一
件
興
さ
せ
、
ι古川円

四
十
石
全
給

L
、
こ
の
尚
も
と
興
州
帝
祇
で
あ
っ
た

の
脅
改
め
て
妙
心
寺
涯
と
な
っ
た
と
記
す
る
。

合
一
)
川
仲
間
川
寺
の
神
的
式

l
明
臨
二
年
細
川
政
元
等
将
軍

足
利
絵
値
札
7
4
幽
L
唱
義
信
そ
ER
て
ん
と
し
た
時
、
義

砲
は
越
中
に
枕
れ
、
朝
三
年
郡
山
川
川
が
将
況
に
た
っ

た
。
同
七
年
三
且
四
日
川
岡
山
川
寺
は
似
仙
川
制
楠
院
元
同
出

荷
政
生
部
に
一
蹴
し
義
組
陪
印
刷
せ
し
め
、
議
飽
か
ら
川
m

M
H
寺
青
紀
伊
附
山
以
の
興
凶
寺
と
同
列
た
ら
し
め
る
と

の
敬
白
そ
得
た
。
興
附
寺
は
恭
郎
辿
民
の
仰
心
地
問
問

心
の
創
建
し
た
悶
聞
で
あ
ろ
か
ら
、
之
と
桁
式
ゃ
い川
じ

〈
し
た
の
は
傾
る
祭
持
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
。
此

の
如
き
は
似
鮫
寺
の

子
院
た
る
政
生
怖
の
興
化
寺

が
、
統
一別
問
砲
し
た
義
砲
そ
扶
助
し
た
こ
と
じ
射
す

る
恩
貨
で
あ
る
と
共
に
、
義
的
胞
は
此
の
年
上
治
の
芯

が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
際
Mm
鰐
寺
の
力
tv
似
り
た
か

っ
た
お
で
も
あ
ら
う
。
後
永
T

正
十
二
年
後
制
限
天
日
ー

は
本
寺
そ
勅
願
寺
と
す
る
の
給
凶
甲
町
協
は
っ
た
。
こ

れ
は
m
抽
出
問
が
己
に
京
に
入
っ
て
、
持
軍
に
頭
任
し
た

後
八
年
の
郁
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
川
艇
に
よ
っ
た
の

でゆ的・」
γ
ヲ。

一T
ン
ド
ウ
ジ

偲

燈
寺

河
ル山
巾
小
坂
叶
刊
に
闘
す

る
部
前
。
品
名
は
間
同
僚
寺
あ
る
に
凶
る
。

テ
ン
ト
歩
イ
ン
天
徳
院

前
川
利
日
の
夫
人
。

総
川
努
巾ゅ
の
二
女
。
れ
は
子
々
制
V
A
は
耐
々
姉
、後
に

珠
例
。
何
回
H
N
四
年
三
月
伏
見
邸
内
に
住
ま
れ
た
。
こ

の
年
徳
川
家
肢
は
前
川
利
H
N
の
問
と
し
て
そ
の
母
芳

春
院
脅
姿
求
L
、
之
に
代
へ
る
に
ヂ
々
刻
U
T一利
治
に

綴
せ
し
め
る
約
が
成
っ
た
。
五
年
九
月
利
長
の
家
艇

に
制
し
た
時
、
国
に
こ
の
栴
が
即
時
泌
せ
ら
れ
、
六
年

七
月
子
々
制
は
江
戸
ψ
斑
L
、
徳
川
氏
の
老
院
大
久

保
思
隣
・
民
町
山
山山
成
之
常
法
り
、
金
均
一か
ら
は
前
旧

民
煎
・提
出
一組
宇
倍
前
金
加
の
上
野
に
波

L
、
刺
長

も
亦
手
取
川
に
附
で
迎
へ
た
。
折
々
制
時
に
三
宅

こ
の
放
行
の
期
間
荷
、
川
町
役
に
七
月
期
江
戸
波
九
月

腕
T
A
mむ
と
す
る
の
は
艇
は
し
い
。
制
弁
"
掃
の
杷
鍛

に
は
、
九
月
八
円
そ
の
地
札
街
地
ぎ
た
こ
と
に
成
っ
て

ゐ
る
か
ら
、
投
足
の
七
月
朔
は
抽
出
り
に
早
〈
、
到
着

の
九
且
時
は
依
り
に
心地
い
。
或
は
九
且
協
は
術
開
闘
を

単
げ
た
日
で
も
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
夫
人
は
腿

M
M
十
八
年
以
降
組
柏
崎
剣
・
呪
両
・小
制
利
次
・利
治
・

硝
刷
・
日
制
青
霞
ん
だ
が
、
元
利
八
年
三
月
三
目
安

術
折
原
げ
た
後
飽
版
制
な
ら
ず
、
七
月
三
日
二
十
四

践
を
以
て
迩
去
し
た
。
法
制
州
安
徳
院
乾
五
一
弘
氏
大
開
制

定
尼
。
峨
南
小
立
野
に
掠
り
、
寄
取
寺
世
阿
山
て
、
天

総
院
と
い
う
た
が
、
後
抗
女
十

一
年
仙
川
山
に昨仲間抑

し
た
。テ

ン
ト
h
y
イ

ン

天

徳
院

紀
州
市
野
山
内
に
在

デ
ン
ド
ウ
ジ
イ
モ

偲
燈
寺
芋

和
物
剖
来
に
問
問

符
寺
芋
キ
山
崎
せ
ろ
。
河
北
川
仰
向
寺
に
往
す
る
芋
を

良
品
と
し
た
の
で
あ
る
。

デ
ン
ト
ウ
ヨ
コ
ウ

偲
燈
除
光

沼
町
抑
制
谷
妙

成
寺
サ
七
代
心
地
院
日
地
の
説
。
上
下
二
容
。
妙
成

帝
時
総
起
・絞
王
寺
略
紋
必
・
勤
行
・
大
命
尊
の
こ
と

止
町
杷
し
た
も
の
で
、
貸
出
m
十
=
年
九
月
の
序
が
あ

る。

る
。
元
和
八
年
八
且
前
川
利
治
の
夫
人
が
逝
去
し
た

時
、
そ
の
治
作
の
一
認
は
一
品
野
山
に
納
め
、
寺
を
建

て
と
究
徳
院
と
い
ひ
、叫
ん
時
妨
促
却
を
住
持
と
し
た
。

テ
ン
ト
ク
イ
ン

天
徳
院

こ
U

的
革

l
山
田
洞
宗

に
臨
し
、
金
棚
上
鴎
川
町
に
在
っ
て
、
金
制
山
と
蹴

す
る
。
元
利
八
年
七
月
前
川
刺
治
夫
人
の
逝
去
し
た

時
こ
の
地
に
抑
り
、
設
九
年
大
伽
慌
を
畑
山
に
管
み
、

夫
人
の
法
蹴
に
よ
っ
て
天
徳
院
と
名
づ
け
、
寺
領
五

百
石
を
附
L
、
E
山
町
治
的
脅
住
持
と
し
た
。
そ
の
後

滞
侠
光
前
も
亦
こ
、
に
押
ら
れ
た
が
、
夫
総
院
の
M

明

径
は
冗
文
十

一
年
野
川
山
に
移
さ
れ
た
。
日
い
で
元

秘
二
年
前
旧
綱
紀
は
H
M
m
棋
の
仙
川
高
泉
に
設
計
を
命
じ

て
数
字
を
改
築
せ
し
め
、
七
年
抽
出
功
L
、
資
隠
三
年

第
九
代
の
総
司
露
判
明
を
寺
内
に
卵白り
、
明
和
五
年
一
一

月
一
日
火
や
-
失
し
て
山
門
以
外
悉
く

μ
有
に
郎
し
、

六
年
入
且
再
建
成
就
し
た
。
格
闘
に
松
削
院
が
あ
り
、

寛
永
九
年
併
前
制
酬
の
削
州
市
で
あ
っ
た
が
今
は
恨
い
。

合
一
〉
世
代

l
天
徳
院
の
川
代
は
、
閉
山
芭
山
来
洞
、

判
外
銭
心
v
M
印
、
二
代
制
限
風
俗
、
三
代
月
製
造
印
、

四
代
中
興
務
能
組
聯
、
沢
代
郡
明
良
倒
、
J

ハ
代
大
戦

宗
孝
、
七
代
町
洲
慌
獄
、
八
代
悦
般
都
内
折
、
九
代
将

戦
磁
携
、
イ
代
臓
器
良
郎
、
十

一
代
石
川
正
徹
刷
、
十

三
代
大
年
実
有
、
十
三
代
大
郎
知
有
、
十
四
代
府
貰

剣
道
、
十
沢
代
金
制
判
官
附
、
イ
六
代
防
州
務
室
、
十

七
代
保
餐
元
降
、
十
入
代
知
辿
円
以
問
、
十
九
代
絹
外

R
M
林
、
二
十
代
前
隠
避
如
、

H
一
代
未
徹
獄
笑
、
サ

ご
代
主
生
制
門
、
サ
三
代
脳
出
震
設
と
数
へ
ら
れ
て

明
治
期
に
入
っ
た
。

テ
ン
ト
h
y
イ
ン
モ
ン
ゼ
ン

天
徳
院
門
前

金
保

夫
徳
院
の
門
前
地
で
あ
る
。
こ
の
地
に
天
徳
院
の
下

郎
限
的
腕
が
あ
っ
た
か
ら
下
郎
先
と
も
い
ひ
、
叡
守

白
山
の
嗣
設
が
あ
っ

τ、
そ
の
祭
を
下
腿
の
祭
と
い

う
た
。
明
治
元
年
制
仰
出
荷
の
禁
止
後
叙
守
「
粧
を
殴

五
七
O


